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（その２）
副　　　　　　　　　　宅地造成に関する工事の変更許可通知書
	※許可通知欄
	この申請書及び添付図書に記載の宅地造成に関する工事については、下記の条件を付して許可しましたので通知します。
変更許可番号　　第　　　　　号
年　　月　　日　
北見市長　　　　　　　　㊞　

	
	条件
	

	１
	造成主住所氏名
	

	２
	宅地の所在及び地番
	

	３
	宅地の面積
	平方メートル

	４
	変更造成面積
	平方メートル

	５工事の概要
	区分
	許可の内容
	変更の内容

	
	ア　切土又は盛土をする土地の面積
	平方メートル
	平方メートル

	
	イ　切土又は盛土の土量
	切土
	立方メートル
	立方メートル

	
	
	盛土
	立方メートル
	立方メートル

	
	ウ　擁　　　　　壁
	番号
	構造
	高さ
	延長
	番号
	構造
	高さ
	延長

	
	
	
	
	ﾒｰﾄﾙ
	ﾒｰﾄﾙ
	
	
	ﾒｰﾄﾙ
	ﾒｰﾄﾙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	エ　排　水　施　設
	番号
	種別
	内のり寸法
	延長
	番号
	種別
	内のり寸法
	延長

	
	
	
	
	ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ
	ﾒｰﾄﾙ
	
	
	ｾﾝﾁ
ﾒｰﾄﾙ
	ﾒｰﾄﾙ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	オ　がけ面の保護の方法
	
	

	
	カ　工事中の危害防止のための措置
	
	

	
	キ　その他の措置
	
	

	
	ク　工 程 の 概 要
	
	

	６
	宅地造成工事許可番号
	年　　月　　日　　　第　　　　　号

	７
	変更の理由
	

	８
	その他必要な事項
	

	〔注意〕１　※印のある欄は記入しないでください。
　　　　２　４欄は、切土又は盛土（以下｢切土等｣という。）をする土地のうち、設計を変更する
　　　　　土地の面積と新たに切土等をする土地の面積との合計の面積を記入してください。
　　　　３　８欄は、宅地造成に関する工事を施行することについて他の法令による許可、認可
　　　　　等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してください。
　　　　４　申請者又は造成主が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表
　　　　　者の氏名を記入して下さい。



教示
１　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、北海道知事に審査請求をすることができます。
２　この処分について不服がある場合には、この裁決があったことを知った日（前項による審査請求をしたときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）から６か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は、北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、処分又は裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
